
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

五

四

号

介
護
保
険
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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介
護
保
険
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
二
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保
険
制
度
が
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
五
ヵ
年
ご
と
の
見
直
し
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。

制
度
を
十
分
に
点
検
し
、
国
民
ニ
ー
ズ
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
ま
た
持
続
可
能
で
安
定
的
な
制
度
へ
と
改
善
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

制
度
改
革
を
検
討
す
る
中
で
、
「
対
象
者
の
拡
大
」
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
被
保
険
者
を
若
年
層
ま
で
拡
大
し
た
場

合
に
、
保
険
料
未
納
に
よ
り
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
給
で
き
な
い
数
が
現
行
制
度
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
と
見
込
ん

で
い
る
の
か
、
第
一
号
、
第
二
号
被
保
険
者
毎
に
具
体
的
に
政
府
の
見
通
し
を
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー

ト
（
職
業
に
も
学
業
に
も
職
業
訓
練
に
も
就
い
て
い
な
い
人
）
な
ど
の
不
安
定
雇
用
者
や
学
生
な
ど
の
所
得
把
握
及
び
保
険
料

徴
収
を
ど
の
よ
う
に
適
格
に
行
う
の
か
に
つ
い
て
現
在
の
と
こ
ろ
の
政
府
見
解
を
あ
わ
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


